
確
定
申
告
は

確
定
申
告
は
自
宅
自
宅
か
ら
か
ら

パソコン・スマートフォンで申告書を作成
手順１

【作成コーナーの使い方】
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
☎0570－01－5901

または

動画で見る確定申告   ➡

【確定申告の内容に関すること】
小牧税務署 ☎72－2111
(自動音声案内で「0(ゼロ)」を選択)

または

チャットボットふたば  ➡

申告書を提出
手順２

インターネットで と検索確定申告書等作成コーナー

● 

給
与
所
得
者

・
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
が
あ
り
、
主
な
給
与

以
外
の
給
与
収
入
が
20
万
円
を
超
え
る
人

・
給
与
収
入
の
他
に
20
万
円
超
の
所
得
が
あ

る
人

・
給
与
収
入
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
人

● 

年
金
受
給
者

・
公
的
年
金
な
ど
の
他
に
20
万
円
超
の
所
得
が

あ
る
人

・
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円

を
超
え
る
人

事
業
・
譲
渡
所
得
が
あ
る
人
以
外
に
も
、

次
に
該
当
す
る
人
は
確
定
申
告
が
必
要
な

場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
告
書
を
手
書
き
で
作
成
す
る
人
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
告
用
紙

を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

困ったときは困ったときは

確定申告書等作成コーナーのメリット確定申告書等作成コーナーのメリット
・ 24時間利用可能！・ 24時間利用可能！
・ 画面の案内に沿って金額を入力するだけで、税額を自動で計算！・ 画面の案内に沿って金額を入力するだけで、税額を自動で計算！
・ データを保存して、翌年の申告で利用可能！・ データを保存して、翌年の申告で利用可能！

① 電子システム(e-Tax)
マイナポータル連携で一部データが
自動入力されます。
例)医療費、公的年金等の源泉徴収票、

ふるさと納税など

詳しくは
国税庁ホームページへ   ➡

マイナンバーカードを持っている人マイナンバーカードを持っている人

② 郵送・持参

〒485－8651
小牧市中央1－424 小牧税務署

マイナンバーカードを持っていない人マイナンバーカードを持っていない人

市
民
税
課

市
民
税
課  

☎
８
５

☎
８
５  

ーー  

６
０
９
４

６
０
９
４

申告書を印刷して、小牧税務署へ

時 とき　場 ところ　問 問合せ

※
一
部
の
市
公
共
施
設
で
も
、
１
月
29
日(

木)

か
ら

申
告
用
紙
を
配
布
し
ま
す
。(

各
施
設
と
も
数
に
限

り
あ
り)

詳
し
く
は

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
➡

【小牧税務署行き提出箱の設置】
時 2/16㈪～3/16㈪ 9：00～15：30
　（土・日曜、祝日を除く）
場 グリーンパレス春日井

配
布
施
設
：
市
役
所
市
民
税
課
、
東
部
市
民
セ
ン
タ
ー
、

　

高
蔵
寺
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
、
味
美
ふ
れ
あ
い
セ
ン

　

タ
ー
、
坂
下
出
張
所

国税庁

※ 市役所での提出はできません。
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■ 
小
牧
勤
労
セ
ン
タ
ー （
小
牧
市
）

● 

窓
口
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
し
て
自
身
で
申

告
書
を
作
成
し
ま
す
。
大
変
混
雑
し
ま
す
の

で
、
郵
送
で
の
提
出
に
協
力
し
て
く
だ
さ
い
。

● 

郵
送
で
提
出
す
る
場
合
、
申
告
書
の
控
え
や

添
付
資
料
な
ど
の
返
送
は
し
ま
せ
ん
。
必
要

で
あ
れ
ば
、
郵
送
前
に
自
身
で
写
し
を
取
っ

て
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
相
談
会
場

確
定
申
告
相
談
会
場

● 

入
場
整
理
券
の
取
得
方
法

・ 

国
税
庁
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ（
来
場
14
日
前
か
ら
予
約
可
）

・ 

当
日
、
相
談
会
場
で
配
布

　

※ 

当
日
の
混
雑
状
況
に
よ
っ
て
は
、
後
日
の
来
場

　
　

 

を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

グ
リ
ー
ン
パ
レ
ス
春
日
井
で
も
一
部
相
談
を

受
け
付
け
ま
す
。(

完
全
予
約
制)

２
月
16
日(

月)

～
３
月
16
日(

月)

９
時
～
12
時
、
12
時
45
分
～
15
時
30
分

（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）

※ 

分
離
課
税
所
得(

土
地
・
建
物
・
株
式
・
先
物
な
ど)

や
贈
与
税
の
申
告
相
談
は
で
き
ま
せ
ん
。

時

２
月
16
日(
月)

～
３
月
16
日(

月)

９
時
～
16
時

（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
。
３
月
１
日(

日)

は
開
設
）

※ 

年
金
受
給
者
や
新
規
で
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る
人
に
向

け
て
、
２
月
10
日(
火)
・
12
日(

木)

・
13
日（
金
）も
相
談
を

受
け
付
け
ま
す
。

※  

入
場
整
理
券
が
必
要
で
す
。

時
小
牧
税
務
署 

☎
７
２ 

ー 

２
１
１
１

問

市
民
税・県
民
税
申
告

　

確
定
申
告
の
義
務
が
無
い
人
で
も
、
給
与
・
公

的
年
金
以
外
の
所
得
が
あ
る
人
や
扶
養
な
ど
控
除

の
追
加
を
す
る
人
は
、
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告

が
必
要
で
す
。

相
談
会
場
で
は
原
則
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
申
告 ( 

補
助
あ
り ) 

と

な
り
ま
す
の
で
、
次
の
物
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

① 

自
身
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン　

② 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

③ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
パ
ス
ワ
ー
ド （
署
名
用
電
子
証
明
書

(

英
数
字
６
～
16
桁)

、利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書(

数
字
４
桁)

）

※ 

事
前
に
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル
が
必
要

国税庁公式LINE

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
告
書
の

作
成
が
で
き
ま
す
。

ID：1009649

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
告
に

必
要
な
書
類
が
確
認
で
き
ま
す
。

ID：1030684

● 

予
約
方
法

・ 

専
用
フ
ォ
ー
ム

・ 

市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

※ 

市
役
所
窓
口
な
ど
で
の
予
約
は
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

１
人
１
回
ま
で

【
予
約
開
始
日
】 

１
月
28
日(

水)

９
時
30
分
～

　
　
　
　
　
　

 （
当
日
予
約
不
可
）

ID：1035901

※ 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
持
っ
て
い
な
い
人
に
つ
い

て
は
、
パ
ソ
コ
ン
で
の
申
告
補
助
も
行
い
ま
す
。

※ 

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
が
切
れ
て
い
る
場
合

は
、
事
前
に
戸
籍
住
民
課
な
ど
の

窓
口
で
更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。（
事
前
予
約
制
、
更
新
後
24

時
間
は
使
用
不
可
）

ID：1034811

２
月
２
日(

月)

～
３
月
16
日(

月)

９
時
～
11
時
30
分
、
13
時
～
15
時

（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）

※ 

２
月
２
日(

月)

は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

【
提
出
方
法
】

郵
送
か
直
接
、
〒
４
８
６ 

ー 

８
６
８
６
春
日

井
市
市
民
税
課
へ

時

　

右
記
の
方
法
で
予
約
が
で
き
な
い
人
に
限
り
、
電

話
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。(

回
線
に
限
り
あ
り)

【
予
約
専
用
電
話
】☎
８
５ 

ー 

６
５
６
５

【
受
付
期
間
】 

１
月
28
日(

水)

～
３
月
13
日(

金)
　
　
　
　
　

 （
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）

【
受
付
時
間
】 
９
時
30
分
～
12
時
、
13
時
～
15
時
30
分

　

１
月
５
日(

月)

～
２
月
13
日(

金)

（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）

は
、
小
牧
税
務
署
で
申
告
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。
税
務
署
へ
行

く
際
は
、
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

事
前
に
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
取
得
し
た
入
場
整
理
券
か
電
話
予
約
が
必

要
で
す
。
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